
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
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日

第

三

種

郵

便

物

認

可

日
刊
（
行
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機
関
の
休
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休
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資
料
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（
毎
週
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〇
文
部
科
学
省
令
第
二
十
九
号

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
三
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
教
育
職
員
免

許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
五
条
第

一
項
第
二
号
た
だ
し
書
及
び
別
表
第
三
備
考
第
三
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
四
月
七
日文

部
科
学
大
臣

河
村

建
夫

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省

令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

免
許
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
養
護
教
諭
養

成
機
関
並
び
に
別
表
第
一
備
考
第
二
号
の
三
及
び
第

三
号
に
規
定
す
る
教
員
養
成
機
関
に
お
い
て
、
個
別

の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
た

者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者
で
、
十

八
歳
に
達
し
た
も
の

第
六
十
七
条
の
表
第
一
欄
中「
国
際
協
力
事
業
団
法（
昭

和
四
十
九
年
法
律
第
六
十
二
号
）」を
「
独
立
行
政
法
人
国

際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）」に

改
め
、
同
表
第
三
欄
中
「
国
際
協
力
事
業
団
総
裁
」を「
独

立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
の
理
事
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
六
十
六
条

の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
、
第
六

十
七
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

〇
防
衛
庁
告
示
第
七
十
六
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
七
日

防
衛
庁
長
官

石
破

茂

日

時

平
成
十
六
年
四
月
二
十
一
日
（
予
備
、
同
月
二

十
四
日
）
〇
六
〇
〇
か
ら
一
九
〇
〇
ま
で

区

域

沖
縄
島
東
方
の
次
の
Ê
か
ら
Í
ま
で
の
四
地
点

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
の
地
点
と
Í
の
地
点

を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

〔
省

令
〕

〇
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
文
部
科
学
二
九
）

J

〔
告

示
〕

〇
海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
実
施
す
る
件

（
防
衛
庁
七
六
〜
七
九
）

J

〇
指
定
統
計
調
査
の
結
果
の
公
表
等
に
関
し

報
告
を
受
け
た
事
項
を
告
示

（
総
務
三
三
二
）

K

〇
原
戸
籍
の
一
部
が
滅
失
し
た
件

（
法
務
一
六
九
）

O

〇
登
記
回
復
に
関
す
る
件
（
同
一
七
〇
）

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
同
一
七
一
）

〇
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品

目
、
輸
入
に
つ
い
て
の
許
可
を
受
け
る
べ

き
貨
物
の
原
産
地
ま
た
は
船
積
地
域
そ
の

他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の

公
表
を
行
な
う
等
の
件
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
（
経
済
産
業
一
三
八
）

P

〇
工
業
標
準
化
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項

の
指
定
検
査
機
関
の
名
称
等
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
同
一
三
九
）

〇
工
業
標
準
化
法
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
の
二
第

一
項
の
指
定
検
査
機
関
の
名
称
等
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
同
一
四
〇
）

〔
国
会
事
項
〕

P

〔
人
事
異
動
〕

警
察
庁

外
務
省

最
高
裁
判
所

Q

〔
皇
室
事
項
〕

R

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

特
定
保
安
林
の
指
定
の
解
除
に
つ
い
て

（
農
林
水
産
省
）

R

法

務

公
証
人
任
免
（
法
務
省
）

J
I

労

働

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表
に
つ
い
て

（
厚
生
労
働
省
）

J
I

最
低
工
賃
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
鳥
取
労
働
局
最
低
工
賃
公
示
一
、
二
、
徳

島
同
二
）

国
家
試
験

司
法
書
士
試
験
に
関
す
る
公
告
（
法
務
省
）

J
J

簡
裁
訴
訟
代
理
能
力
認
定
考
査
に
関
す
る
公

告
（
同
）

J
K

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
、
美
濃
東
部
区
域
農
用
地
整
備
事
業

実
施
計
画
の
変
更
、基
本
測
量
関
係
事
項
、

裁
判
所
押
収
物
還
付
関
係

J
K

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
破
産
、
免
責
、
特
別

清
算
、
会
社
更
生
、
再
生
関
係

J
L

特
殊
法
人
等

日
本
道
路
公
団
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一

項
第
三
号
に
定
め
る
道
路
の
指
定
及
び
同

令
第
十
条
第
一
項
に
定
め
る
通
行
方
法
、

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
定
款
の
一

部
変
更
、
厚
生
年
金
基
金
解
散
・
清
算
人

就
任
・
清
算
結
了
・
清
算
人
退
任
、
企
業

年
金
基
金
設
立
関
係

K
J

会
社
そ
の
他

K
K

˜
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